
参 考 ２ 
 

総務省統計局 

 

 「労働力調査」の対象となられた方へ  
 

●平素より、総務省統計局が実施する統計調査にご協力いただき、ありがとうございます。 

総務省統計局では、現在統計調査の調査方法等の見直しを行っているところです。この一環とし

て、「労働力調査」の対象となられた皆様のご意見を参考にさせていただきたいと考えております。 

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、以下の各質問にお答えの上、同封の返信用封筒に入れ、 

８月10日（木）までにポストにご投函くださいますようお願いいたします。 

 

※ご回答にあたって 

・ご記入いただいた回答は統計的な処理をし、個々の回答を他の目的に利用することはありま 

せん。 

・該当する選択肢に○をつけてください。 

 

 

◆第１部◆ 

 

問１ 平成18年５月上旬に、平成18年４月分の基礎調査票及び特定調査票をご提出いただけまし

たか。 

 

 １. 両方とも提出した （⇒問２へ） 

 ２. 提出しなかった調査票がある （⇒付問１へ） 

 ３. 調査票を受け取っていない （⇒◆第２部◆へ） 

 

（問１で「２」と回答された方へ） 

付問１ ご提出いただけなかった理由は何ですか。当てはまるものにいくつでも○をつけてく

ださい。（回答後は問２へ） 

 

１. 忙しかったため 

 ２. 調査の意義や必要性が理解できなかったため 

 ３. 回答が難しい調査事項があったため 

 ４. 回答することに抵抗がある調査事項があったため 

 ５. 調査員の訪問時間帯の配慮がなかったため 

 ６. その他〔                                      〕 
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問２ 調査員の応対についてはどう思いましたか。以下の（１）～（３）について、「１.とてもそ

う思う」、｢２.そう思う｣、｢３.あまりそう思わない｣、｢４.全くそう思わない｣のうち、最も当て

はまるものに○をつけてください。 
 
（１）印象が良かった・・・ 

 １. とてもそう思う  ２. そう思う  ３. あまりそう思わない  ４. 全くそう思わない 
 

（２）受け応えや応対がていねいだった・・・ 

 １. とてもそう思う  ２. そう思う  ３. あまりそう思わない  ４. 全くそう思わない 
 

（３）説明が的確だった・・・ 

 １. とてもそう思う  ２. そう思う  ３. あまりそう思わない  ４. 全くそう思わない 

 

 

問３ 今回お伺いした調査員は、公務員（都道府県知事が任命した非常勤の地方公務員）であるこ

とをご存知でしたか。 
 
  １. 知っていた 2. 知らなかった 

 

◆第２部◆ 
 

以下の質問は、下の図をご覧になった上でお答えください。 

 

● 現在、総務省統計局では、これまで下の図のように行っていた統計調査業務の一部（調査員に

関する業務や問い合わせ業務など）を民間事業者に委託することを検討しています（※）。 

 

 

 

 

（※）これは、政府の方針である「公共サービスの改革」（国や地方自治体が行ってきた公共サー

ビスについて、透明かつ公正な競争入札を行い、より良質かつ低廉な公共サービスを実現する・い

わゆる市場化テスト）の一環として行われるものです。 

 

＜図 調査の流れ＞ 

 

 

 

 

 

（注）調査員は、調査票を提出していただいた際に、記入状況の確認も行っております。 

 

 なお、これらの業務を民間事業者に委託した場合でも、法律により、業務を受託する

民間事業者にも守秘義務がかかるため、調査票の内容が外部にもれることはありません。
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2



問４ 図の①の「調査票の提出」及び②の「質問・問い合わせ」について伺います。ご提出して

いただく調査票の受領（記入状況の確認を含みます）及び調査対象からの電話対応等の業務

を、都道府県と民間事業者のどちらが行った方がよいと思いますか。最も当てはまるものに

１つだけ○をつけてください。 
 
 １. 都道府県でも民間事業者でも、どちらでもよい （⇒問５へ） 

 ２. 都道府県がよい （⇒付問4-１へ） 

 ３. 民間事業者がよい （⇒付問4-２へ） 

 ４. 分からない （⇒問５へ） 

 

 

（問４で「２」と回答された方へ） 

付問4-１ 都道府県がよいと思う理由は何ですか。当てはまるものにいくつでも○をつけて

ください。（回答後は問５へ） 

 

 1. 都道府県の方が、調査票から知り得た情報についての秘密を守り、調査とは無関

係な他の目的に使用することがないと思うから 

 2. 都道府県の方が、ていねいな受け答えや応対をすると思うから 

 3. 都道府県の方が、調査に関する知識や専門性を持ち、的確な説明ができると思う

から 

 4. 都道府県の方が、効率的に業務を進めると思うから 

 5. 都道府県の方が、全般的に良いと思うから 

 6. その他〔                                        〕 

 

 

（問４で「３」と回答された方へ） 

付問4-２ 民間事業者がよいと思う理由は何ですか。当てはまるものにいくつでも○をつけ

てください。（回答後は問５へ） 

 

 1. 民間事業者の方が、調査票から知り得た情報についての秘密を守り、調査とは無

関係な他の目的に使用することがないと思うから 

 2. 民間事業者の方が、ていねいな受け答えや応対をすると思うから 

 3. 民間事業者の方が、調査に関する知識や専門性を持ち、的確な説明ができると思

うから 

 4. 民間事業者の方が、効率的に業務を進めると思うから 

 5. 民間事業者の方が、全般的に良いと思うから 

 6. その他〔                                        〕 
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問５ 統計調査への協力を求められた場合に、調査に携わる者が配慮すべき点は何だと思います

か。当てはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 1. 調査票に記入した内容についての秘密の保護 

 2. 調査員の適切な受け答えとていねいな応対 

 3. 調査員の訪問時間等への配慮 

 4. その他〔                                       〕 

 5. 特にない 

 

 

問６ その他、統計調査業務を民間事業者に委託することに関するご意見がございましたら、ご

自由にご記入ください。 

 

 

 

 
 
 
 

 

ご協力ありがとうございました。 
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